
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)は、信用保証料率が年0.30％になります。

(経営改善・再生支援強化型)

(経営改善・再生支援強化型)

3 3

0.30

0.30

0.30

0.30

※1.医療法人、NPO法人が対象外となります。
※2.国の保証料補助により、お客様の実質負担が年0.30％となります。なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料は補助対象外となります。

補助前の経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)の信用保証料率︓責任共有対象　  年0.80％(経営者保証免除対応を適用する場合、年1.00％)
　　　責任共有対象外 年1.00％(経営者保証免除対応を適用する場合、年1.20％)

※3.県の保証料補助により、経営改善サポート保証の信用保証料率から1割引下げとなります。なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料は補助対象外となります。
補助前の経営改善サポート保証の信用保証料率︓責任共有対象　年0.80％、責任共有対象外　年1.00％

※4.令和2年2月1日から令和3年12月31日まで。
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